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配当方針の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成27年５月14日開催の取締役会において、下記のとおり配当方針の一部を変更することを決議

いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 

１．配当方針の変更 

 （変更前） 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付けております。安定

的な経営基盤の確保に加え、株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましては原則として、

業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施することとし、当期純利益額の３分の１（円未満の端数処

理は四捨五入）以上を利益配当とする基本方針です。 

内部留保資金につきましては、今後とも予想される業界内の競争の激化に対し、将来の事業投資に活

用し、経営基盤の安定と拡大に努めてまいる所存です。 

また、当社は会社法第 454 条第 5 項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 

 

（変更後） 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付けております。安定

的な経営基盤の確保に加え、株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましては原則として、

業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施することとし、当期純利益額の２分の１（円未満の端数処

理は四捨五入）以上を利益配当とする基本方針です。 

内部留保資金につきましては、今後とも予想される業界内の競争の激化に対し、将来の事業投資に活

用し、経営基盤の安定と拡大に努めてまいる所存です。 

また、当社は会社法第 454 条第 5 項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 

 

２．変更理由 

これまで懸念材料であった EURO CRUISE HOLDINGS B.V.との係争の最終裁定が平成 26 年２月に言い渡

され、当社の主張及び請求が全面的に認められました。それに伴う後処理も平成 26 年７月におおむね終

了したしました。 

今後の安定した経営の目処も立ったため、これまで以上に株主の皆様への利益還元の更なる充実とと

もに株主層の拡大を図るため、平成 28 年３月期（第 40 期）より当期純利益額の２分の１以上に引き上

げさせていただきます。  

 なお、平成 27 年３月期（第 39 期）につきましては、従来どおり３分の１以上の配当性向とさせてい

ただきますが、その分の株主の皆様に対する利益還元策といたしまして、自己株式の取得を行なう予定

でございます。詳細につきましては、「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」（平成 27 年５

月14日付）をご覧ください。 

 



 

 

３．適用時期 

   平成28年度３月期（第40期）より適用いたします。 

  

以 上 


